
令和５年度 北見市社会福祉協議会臨時職員募集要領 

求人区分 
事業所名 社会福祉法人北見市社会福祉協議会 

区  分 臨時職員 

仕事内容 

職  種 運転手（運転・介助業務） 

業務内容 

◇北見市北見自治区重度身体障がい者移送サービス事業にかかる利用者の

送迎及び車輌乗降の介助 

（利用者宅～総合福祉会館等までの運転業務が主となります） 

＊勤務日数は、シフト勤務となり月６日程度 

＊勤務時間は１日３時間程度（午前８時３０分より午後５時００分内の指

定する時間） 

＊年度毎の更新となります。 

雇用形態 パート労働者（臨時職員） 

正社員登用 なし 

雇用期間 定めあり（令和５年８月１日～令和６年３月３１日） 

契約更新 条件付きで更新あり（業務量・予算） 

試用期間 なし 

就業場所 

〒090-0065 

北見市寿町３丁目４番１号 北見市総合福祉会館内 

社会福祉法人北見市社会福祉協議会 

マイカー通勤 可（駐車場有） 転勤の可能性 なし 

年  齢 69歳以下（定年を上限） 学歴・専攻 高校卒業 

必要な経験・

知識・技能等 
介護資格・大型免許あれば尚可 

賃金・手当 

賃金形態 時給１，２６０円 賃金締切日 月末（固定） 

賃金支払日 翌月１５日 通勤手当 あり（日額 90円～1,500円） 

昇  給 なし 賞  与 なし 

選考方法 

採用人数 ２名（増員） 選考方法 面接 

選考結果 
面接後に結果を通知(郵

送) 
通知方法 郵送（１０日以内） 

選考日時 随時 選考場所 事業所所在地に同じ 

応募書類 履歴書（写真添付）、福祉人材バンク紹介状 

応募書類提出 郵送または直接持参 応募書類返戻 求人者の責任にて廃棄 

担 当 者 山崎 祐貴 役 職 名 地域福祉課長 

電話番号 0157-61-8181 ＦＡＸ番号 0157-61-8183 

特記事項 
面接日時は追って連絡します。 

通勤手当は法人臨時職員就業規程による。 

 


